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町田市市税条例の一部を改正する条例  

 町田市市税条例（昭和３６年１２月町田市条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

第２５条第１項ただし書中「、寡婦（寡夫）控除額」を削る。 

附則第８条の２を附則第８条の３とし、附則第８条の次に次の１条を加える。 

（法附則第１５条第２項第６号及び第１０項の条例で定める割合） 

第８条の２ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市の条例で定める割合は、４分

の３とする。 

２ 法附則第１５条第１０項に規定する市の条例で定める割合は、３分の２とする。 

附 則  

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２５条第１項ただし書の改

正規定及び次条の規定は、平成２６年１月１日から施行する。 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条  この条例による改正後の町田市市税条例（以下「新条例」という。）第２５

条第１項の規定は、平成２６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平

成２５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第８条の２第１項の規定は、平成２４年４月１日以後に取得され

た地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律（平成２４年

法律第１７号）第１条の規定による改正後の地方税法（次項において「新法」とい

う。）附則第１５条第２項第６号に規定する除害施設に対して課すべき平成２５年

度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

２ 新条例附則第８条の２第２項の規定は、平成２４年４月１日以後に取得された新

法附則第１５条第１０項に規定する施設に対して課すべき平成２５年度以後の年度

分の固定資産税について適用する。 



町田市市税条例新旧対照表 
＿部分は改正部分

改正後 改正前 

(市民税の申告) (市民税の申告) 
第 25 条 第 11 条第 1 項第 1 号の者は、3 月

15 日までに、施行規則第 5 号の 4 様式(別表)
による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第 317 条の 6 第 1 項又は

第 4 項の規定によって給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務があ

る者から 1 月 1 日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかったもの

(公的年金等に係る所得以外の所得を有しな

かった者で社会保険料控除額(令第 48条の 9
の 7 に規定するものを除く。)、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、勤労学生控除額、配偶者特別

控除額若しくは法第 314 条の 2 第 5 項に規

定する扶養控除額の控除又はこれらと併せ

て雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、

法第 313 条第 8 項に規定する純損失の金額

の控除、同条第 9 項に規定する純損失若し

くは雑損失の金額の控除若しくは第 22 条第

1 項(同項第 2 号に掲げる寄附金(特定非営利

活動促進法第 2 条第 3 項に規定する認定特

定非営利活動法人及び同条第 4 項に規定す

る仮認定特定非営利活動法人に対するもの

を除く。第 6 項において同じ。)に係る部分

を除く。)及び第 2 項の規定によって控除す

べき金額(以下この条において「寄附金税額

控除額」という。)の控除を受けようとする

ものを除く。以下この条において「給与所得

等以外の所得を有しなかった者」という。)
については、この限りでない。 

第 25 条 第 11 条第 1 項第 1 号の者は、3 月

15 日までに、施行規則第 5 号の 4 様式(別表)
による申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第 317 条の 6 第 1 項又は

第 4 項の規定によって給与支払報告書又は

公的年金等支払報告書を提出する義務があ

る者から 1 月 1 日現在において給与又は公

的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等

に係る所得以外の所得を有しなかったもの

(公的年金等に係る所得以外の所得を有しな

かった者で社会保険料控除額(令第 48条の 9
の 7 に規定するものを除く。)、小規模企業

共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震

保険料控除額、寡婦(寡夫)控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額若しくは法第 314
条の 2 第 5 項に規定する扶養控除額の控除

又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医

療費控除額の控除、法第 313 条第 8 項に規

定する純損失の金額の控除、同条第 9 項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第 22 条第 1 項(同項第 2 号に掲

げる寄附金(特定非営利活動促進法第 2 条第

3 項に規定する認定特定非営利活動法人及

び同条第 4 項に規定する仮認定特定非営利

活動法人に対するものを除く。第 6 項にお

いて同じ。)に係る部分を除く。)及び第 2 項

の規定によって控除すべき金額(以下この条

において「寄附金税額控除額」という。)の
控除を受けようとするものを除く。以下この

条において「給与所得等以外の所得を有しな

かった者」という。)については、この限り

でない。 
2～10 略 2～10 略 

附 則 附 則 
(法附則第 15 条第 2 項第 6 号及び第 10 項の  
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町田市市税条例新旧対照表 
＿部分は改正部分

改正後 改正前 

条例で定める割合) 
第 8 条の 2 法附則第 15 条第 2 項第 6 号に規

定する市の条例で定める割合は、4 分の 3 と

する。 

 

2 法附則第 15条第 10項に規定する市の条例

で定める割合は、3 分の 2 とする。 
 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告) 
(新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告) 
第 8 条の 3 略 第 8 条の 2 略 
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日
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等
条
項
 

現
行
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正
後
 

第
１
 
個
人
住
民
税
 

 
1
 
公
的
年
金
等

に
係
る
所
得

以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
っ

た
者
が
寡
婦
（
寡
夫
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控
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を
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と
す
る
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合
の
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書
の
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を
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と
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。
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田
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２
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１
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控
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受
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項
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正
の
要
旨
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期
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等
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項
 

現
行
 

改
正
後
 

第
２
 
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
）

 
 
 

1 
固
定
資
産
税
等
の
課
税
標

準
の
特
例
 

地
域
決
定
型
地
方
税
制
特
例
措
置

（
通
称
：
わ
が
ま
ち
特
例
）

 
 

                     

 （
参
 
考
）
 

１
．
地
方
税
法
附
則
第
１
５
条
第
２
項
第
５
号
 

下
水

道
法

第
１

２
条

第
１

項
又

は
第

１
２

条

の
１

１
第

１
項

に
規

定
す

る
公

共
下

水
道

を
使

用
す

る
者

が
設

置
し

た
除

害
施

設
で

総
務

省
令

で
定
め
る
も
の
 

            （
参
 
考
）
 

２
．
地
方
税
法
附
則
第
１
５
条
第
１
２
項
 

特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
１
５
年

法
律
第
７
７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
第
３
号
に
規

定
す

る
対

策
工

事
に

よ
り

設
置

さ
れ

た
同

法
第

２
条

第
６

項
に

規
定

す
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雨
水

貯
留

浸
透

施
設

で
総
務
省
令
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定
め
る
も
の
の
う
ち
、
平
成
２
２

年
４

月
１

日
か

ら
平

成
２

４
年

３
月

３
１

日
ま
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．
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道
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係
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４
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と
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 （
参
 
考
）
 

地
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法
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則
第
１
５
条
第
２
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第
６
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公
共
下
水
道
を
使
用
す
る
者
が
設
置
し
た
、
公

共
用

水
域

の
水

質
保

全
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と
し

た
下

水
道

法
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設
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４
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４
月
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平
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２
７
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３
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３
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で
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に
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４
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３
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２
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５
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。
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．
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。
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            第
３
 
そ
の
他
、
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言
の
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理
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で
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